
民医連の看護実践の根幹に日本国憲法と民医連綱領をすえ、すべての人が人間らしく、その人

らしく生きていくことをあらゆる場で援助する無差別・平等の看護をめざします。

民医連のめざす看護とその基本となるもの民医連のめざす看護とその基本となるもの民医連のめざす看護とその基本となるもの民医連のめざす看護とその基本となるもの

民医連のめざす看護（以下、「めざす看護」）

民医連のめざす看護の基本となるもの（以下、「基本となるもの」)

解 説
「すべての人」とは、保健・医療・介護の対象である患者・利用者はもとより、看護が対象とする「あらゆる世代の個人、家

族、集団、地域社会」をさしています。

「あらゆる場」とは、保健・医療・看護を提供する場はもちろん、健康な生活を実現するための会社や学校、そしてコミュ

ニティなどを広く含んでいます。

「基本となるもの」は、「めざす看護」を実践するための行動や判断のよりどころとなるものです。70年に及ぶ「よい看

護」の探求から獲得した民医連の看護の「視点・優点」、民医連の医療理念にもとづく「患者の見方・とらえ方」、全日本民

医連第41回定期総会運動方針で提起された「社会の見方・とらえ方」とします。

これは、民医連の保健・医療・介護などあらゆる場で働く看護職員の行動指針であり、社会に対して明示するものです。

民医連のめざす看護の基本となるもの   評価・検討シート

すべての患者は生きる権利をもつ主体者であり、

いのちの重さに差はない。

人間は変化し成長できる存在であり、その力を引き

出す看護が求められる。

患者は社会の中で生活し働く存在。病気には生物的

要因だけでなく社会的要因も影響する。

医療は人権としての健康を守る共同の営みであり、

患者・住民と医療者が協働して成り立つ。

社会保障分野の担い手としての倫理的態度と実践を

貫く「共同のいとなみ」

患者の背景や生活史を理解し、多面的にとらえ、同じ

目線で学び合う姿勢を大切にする。

個人の尊厳を守り、その人らしく生きるために、患者

の“本当の要求”を丁寧に見きわめる。

「民医連綱領」に照らしてどうか

「日本国憲法」に照らしてどうか

人間の「いのち」にとってどうか

• 人間は、社会のありようや周囲の人たちの働きかけの影響

を受けて変わることができるととらえたか

• 人間は、様々な制限に対して能動的に働きかけることで、

変わることができる存在であるととらえたか

• (患者を)個人として尊重され生きる権利が保障される存

在であるととらえたか

• (患者は)社会的・経済的理由で差別されず、必要な医療を

受ける権利があるととらえたか
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引用資料：全日本民医連綱領（改定案）・提案趣旨（２００９年２月）・民医連の看護が輝くために：全日本民医連職員育成部３９期看護委員会提言集

• SDHの視点（健康の社会的決定要因）*後述参照

• （疾病は）生活環境や社会的要因が影響しているととらえ

たか

• （患者と医療者は）患者の権利保障のためにともに運動す

ることが大切だと認識したか

• （医療は）患者の主体的な参加によって成り立つと認識した

か

• （医療は）患者と医療者が対等・平等の関係で協力しあうこ

とで成り立つと認識したか

定義・解説
民医連のめざす看護の

基本となるもの
代表的な事柄 

患者の立場
に立つ

患者の要求
から

出発する

患者ととも
にたたかう

総合性
・

継続性

無差別性

民主性

人権を守る
運動

• （患者の）病態、生活史、労働史、環境を重ねて理解し、共感

する

• （患者の）状況や訴えなど事実をありのままにとらえ、想像

力を働かせて理解し、共感する

• （患者の）病態を生命活動（生物が生命を維持するために営

む活動）としてとらえ、理解する

• （患者の）潜在的・顕在的な要求を引き出し、受けとめ、その

実現に向けてとりくむ

病気や生活上の課題、制度の矛盾に対し、患者とと

もに向き合い、改善に向けて行動する。

• （患者の）生命力を高め、健康回復のために課題を共有し克

服できるよう支援する

• （患者の）要求実現を妨げる要因を明らかにし、それを取り

除くためにとりくむ

•患者を「まるごと」捉え、身体・心・生活・社会を統合

して支援する。

•在宅・地域を含め、人生の各段階に寄り添う継続し

た看護を行う。

• 看護の「継続性」「総合性」を一貫して追求している

• 組織内外の様々な施設や機関、団体、個人と連携し、患者

を支援している

•すべての人の尊厳と人権を守り、差別なく医療・介

護・福祉を提供する。

• SDHの視点で健康権・生存権が基本的人権として

守られているか

• 年齢や障がい、経済的な理由などで患者を差別しない

患者と対等な関係で、多職種が協働し、誰も取り残さ

ない民主的なチーム医療を実践する。

• 職場および事業所の民主的な運営を貫いている

• 職種の専門性の発揮と、対等・平等で民主的なチームを貫

いている

患者の自己決定とその人らしさを尊重し、人権を阻

む問題に対して患者とともに解決へ向かう。

• 患者としての権利(自己決定権など)と、患者になれる権利

(受療権）の保障と拡充のために運動する

• 職員一人一人の人権を守り、ケアが大切にされている

日々の出来事、社会問題、政治、経済などについて検討する
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（*他に重要と思われることなどがあれば付け加えてください）

社会の見方・
とらえ方

いのちの平等と
個人の尊厳

患者観

変革し発達
する存在

人間観

生活と労働の
視点

疾病観

患者･住民、
医療従事者の
共同のいとなみ

医療観

視
点

優
点

看護の視点・優点 ： 民医連の看護実践の基本となるもの

総合性・継続性

無差別性

民主性

人権を守る運動

患者の立場に立つ

患者の要求から出発する

患者とともにたたかう

３つの視点 4つの優点

患者の見方・とらえ方 ： 対象をどのように見るか、とらえるかの基本となるもの

人間観

変革し発達する

存在

疾病観

生活と労働の

視点

医療観

患者・住民、医療

従事者の共同の

いとなみ

いのちの平等と

個人の尊厳

患者観

「民医連綱領」に

照らしてどうか

憲　法 綱　領

人間の「いのち」に

とってどうか

「日本国憲法」に

照らしてどうか

社会の見方・とらえ方 ： 
患者や医療をとりまく社会、その時代や情勢をどのように見るか

とらえるかの基本となるもの

いのち

例：貧困、労働、家族、医療制度、地域資源の不足など

人間らしく生きる権利がどう脅かされていたか

基本的人権、平和、生存権、社会保障の観点

民医連が大切にしてきた社会的使命との関連
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